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ＳＴＯＰ！　不法投棄

マナーを守って犬を飼いましょう

　美波町は海・山の恵みを受け風光明媚な自然

あふれる町です。

　しかし、一部の心ない人々によって美しい環

境が壊されています。遍路道や海岸などに多数

の不法投棄によるゴミが見うけられます。

　この自然を守り、次の世代に伝えていくため、

一人ひとりがモラルと責任を持って美しい美波町

をつくっていきましょう。

　飼い犬は大切な家族の一員であり、良きパートナーでもあります。

しかし、ご近所の全ての方が犬好きとは限りません。飼い主の努力で

ご近所から愛される犬にしてあげましょう。そのためにも、一人ひとり

がマナーを守る必要があります。

　散歩中に犬がふんをした場合は飼い主が持参した袋などに入れて、

必ず持ち帰り処理をしましょう。

【お問い合せ先】　住民生活課（☎77-3613）　由岐支所（☎78-1111）

◆住民生活課からお知らせ

マナーを守って犬を飼いましょう

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」によって違反した場合は５年以下の

懲役若しくは1,000万円以下の罰則に処されます。

美しい町にするためには町民みなさんの力が必要です。

不法投棄の現場を見たり、ゴミを発見した場合は、

住民生活課（☎77-3613）または

由岐支所（☎78-1111）までご連絡下さい。


